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第
１
号
議
案
　
第
４
次
吉
川
市
総
合

振
興
計
画（
基
本
構
想
）を
改
定
す
る

こ
と
に
つ
い
て�

　
第
４
次
総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
の

う
ち
、
将
来
都
市
構
造
と
土
地
利
用
構

想
に
つ
い
て
、
自
立
し
た
都
市
を
目
指

し
、
雇
用
の
創
出
や
自
主
財
源
の
確
保

に
資
す
る
た
め
に
工
業
系
地
域
の
拡
大

を
図
る
ほ
か
、
所
要
の
改
定
を
行
う
も

の
で
す
。
ま
た
、
施
策
の
大
綱
の
一
部

に
つ
き
ま
し
て
も
、
事
業
の
終
了
な
ど

に
伴
う
改
定
を
し
た
い
の
で
、
地
方
自

治
法
第
２
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、

提
案
す
る
も
の
で
す
。�

�

第
２
号
議
案
　
吉
川
市
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例�

　
国
家
公
務
員
の
休
暇
制
度
に
準
じ
、

特
別
休
暇
と
し
て
男
性
職
員
の
育
児
参

加
休
暇
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
併
せ

て
妻
の
出
産
休
暇
の
見
直
し
を
行
う
も

の
で
す
。�

第
３
号
議
案
　
吉
川
市
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例�

　
非
常
勤
特
別
職
と
し
て
新
た
に
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
専
門
員
、
さ
わ
や

か
相
談
員
、
適
応
指
導
教
室
指
導
員
及

び
教
育
相
談
・
補
導
員
を
設
置
す
る
た

め
、
報
酬
額
を
定
め
る
も
の
で
す
。�

第
４
号
議
案
　
市
長
等
の
給
料
の
特
例

に
関
す
る
条
例�

　
当
市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

市
長
、
４
月
か
ら
設
置
さ
れ
ま
す
副
市

長
及
び
教
育
長
の
給
料
月
額
を
期
限
を

設
け
て
減
額
す
る
も
の
で
す
。�

《
主
な
内
容
》�

期
　
間
…
平
成
１９
年
４
月
１
日
か
ら�

　
　
　
　
平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で�

減
額
率
…
市
長
・
副
市
長
・
教
育
長�

　
　
　
　
１０
パ
ー
セ
ン
ト�

第
５
号
議
案
　
吉
川
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

　
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
準
じ
た

給
与
構
造
の
見
直
し
を
図
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。�

《
主
な
内
容
》�

・
年
功
的
な
給
与
体
系
の
見
直
し
を
図

り
一
般
職
員
の
給
料
月
額
を
平
均
３
・

９
％
引
き
下
げ
る�

・
枠
外
昇
給
の
廃
止
や
き
め
細
か
い
勤

務
実
績
の
反
映
を
行
う
た
め
の
号
給
の

細
分
化�

・
扶
養
手
当
の
３
人
目
以
降
の
子
な
ど

の
手
当
額
５
０
０
０
円
↓
６
０
０
０
円�

第
６
号
議
案
　
吉
川
市
介
護
福
祉
総
合

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

　
要
介
護
認
定
申
請
数
の
増
加
に
対
応

す
る
た
め
、
平
成
１９
年
４
月
か
ら
介
護

認
定
審
査
会
の
委
員
を
増
員
し
、
合
議

体
を
増
設
す
る
も
の
で
す
。�

第
７
号
議
案
　
吉
川
市
乳
幼
児
医
療
費

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例�

　
市
内
医
療
機
関
な
ど
に
お
け
る
申
請

に
関
し
て
、
窓
口
払
い
の
廃
止
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
の
負
担
を
軽
減

し
、
利
便
性
の
向
上
を
図
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
当
事
業
に
係
る
支
給
の
範
囲
を

明
確
に
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。�

第
８
号
議
案
　
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
の
規
約
変
更
に
つ
い
て�

�

第
９
号
議
案
　
東
埼
玉
資
源
環
境
組
合

の
規
約
変
更
に
つ
い
て�

�

第
10
号
議
案
　
市
道
の
路
線
認
定
に
つ

い
て�

　
東
埼
玉
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
の
管
理
用
道

路
の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
、
吉
川

駅
南
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
築
造

さ
れ
た
道
路
の
一
部
が
市
に
移
管
さ
れ

る
こ
と
に
伴
う
市
道
の
路
線
認
定
を
す

る
も
の
で
す
。�

《
認
定
》�

　
１
―
６
５
６
号
線
（
上
内
川
）�

　
１
―
６
５
７
号
線
（
拾
壱
軒
）�

　
１
―
１
３
９
０
号
線
（
旭
）�

　
２
―
７
５
２
号
線
（
駅
南
）�

　
２
―
１
３
５
２
号
線
（
駅
南
）�

　
２
―
１
３
５
３
号
線
（
駅
南
）�

第
11
号
議
案
　
工
事
委
託
契
約
の
変
更

契
約
の
締
結
に
つ
い
て�

　
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
と
平

成
１８
年
９
月
１９
日
付
け
で
締
結
い
た
し

ま
し
た
吉
川
駅
南
地
区
工
事
委
託
契
約

の
委
託
金
額
１
億
４
６
０
０
万
円
を
事

業
内
容
の
変
更
に
よ
り
１
億
６
１
０
０

万
円
に
増
額
し
、
ま
た
、
委
託
期
間
平

成
１９
年
３
月
３０
日
を
平
成
１９
年
１２
月
２８

日
ま
で
延
長
す
る
変
更
契
約
を
締
結
し

た
い
の
で
、
吉
川
市
議
会
の
議
決
に
付

す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処

分
に
関
す
る
条
例
第
２
条
の
規
定
に
よ

り
提
案
す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
こ
の

委
託
金
額
の
増
額
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、

全
て
都
市
再
生
機
構
の
負
担
と
な
る
も

の
で
す
。�

議　案　の　上　程�

　
３
月
定
例
会
は
、
２
月
28
日
か
ら
３
月
22
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
今
定
例
会
で
は
、
25
件
の
市
長
提
出
議
案
、
９
件
の
議
員
提
出
議
案

が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
慎
重
に
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
代
表
質
問
は
５
人
、
一
般
質
問
は
14
人
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。
要
約
し

た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
４
ペ
ー
ジ
、
10
ペ
ー
ジ
か
ら
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。�

常任委員会委員の顔ぶれ�

左から�
　佐藤　清治　　委員�
　小林　昭子　　委員�
　田口　初江　　副委員長�
　互　　金次郎　委員長�
　日暮　進　　　委員�
　加　　勇　　　委員�

左から�
　川島　美紀　委員�
　遠藤　義法　委員�
　玉川　正幸　副委員長�
　高　　正夫　委員長�
　齋藤　詔治　委員�
　日暮　靖夫　委員�

常任委員会委員の顔ぶれ�常任委員会委員の顔ぶれ�

《総務常任委員会》�《文教常任委員会》�

左から�
　阿部　民子　　委員�
　竹井　喜美富　委員�
　野口　博　　　委員�
　五十嵐惠千子　副委員長�
　松　　誠　　　委員長�
　鈴木　加藏　　委員�
　山　　勝他　　委員�

左から�
　高野　昇　　委員�
　伊藤　正勝　委員�
　岡田　喬　　副委員長�
　松澤　正　　委員長�
　中武　紘一　委員�
　小山　順子　委員�

《福祉生活常任委員会》�《建設水道常任委員会》�


